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報道機関に対し、犯罪被害者等の尊厳及びプライバシーを

尊重して、その置かれている状況や意向に十分配慮するこ

とを求める意見書 

 

２０２３年（令和５年）１２月１４日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

報道の自由と犯罪被害者及びその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」とい

う。）の権利の調整を図る観点から、報道機関は、報道する事項の公共性・公益

性と取材・報道による犯罪被害者等への影響を考慮し、 

(1) 犯罪被害者等に取材するに当たっては、犯罪被害者等の私生活の平穏への影

響も考慮して、その可否、時期及び方法等について 

(2) 報道するに当たっては、実名、顔写真、私生活等プライバシーに関する事項

について 

犯罪被害者等の尊厳及びプライバシーを尊重して、その置かれている状況や意向

に十分配慮すべきである。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

犯罪被害者等は、犯罪そのものによる生命・身体・財産等に対する直接的な

被害にとどまらず、犯罪被害者等に対する配慮に欠ける言動や経済的困窮とい

った、直接的な被害に派生して生じる様々な副次的な被害（以下「二次被害」

という。）を受けることがある。犯罪報道による報道被害1はこれまでも二次

被害として問題とされてきた。 

しかしながら、後述のとおり、いまだに世間の耳目を集める事件（事故を含

む。以下同じ。）では、集団過熱取材が発生し、犯罪被害者等の私生活の平穏

が脅かされる事態が生じている。また、犯罪被害者等の実名や顔写真等の犯罪

被害者等を特定する事項や、犯罪被害に遭わなければ一般的に公にされない私

生活に関する事項など、犯罪被害者等のプライバシーに関わる情報も報道され、

インターネットの普及に伴って報道被害はより深刻な事態に発展してしまって

 
1 当連合会「報道のあり方と報道被害の防止・救済に関する決議」（１９９９年１０月１５日）で

は、市民に対する行き過ぎた取材・報道や誤報により、その名誉・プライバシーなどの人権を侵害

することで生じる被害を報道被害と位置付けている。 
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いる。 

このように、現状の取材・報道において、犯罪被害者等の尊厳及びプライバ

シーが尊重されているとは言い難い状況にある。 

２ 報道機関による二次被害 

(1) 「取材」による二次被害 

犯罪被害者等は、特に世間の耳目を集める事件において、事件発生直後か

ら、過熱した取材による二次被害を受けることも多い。取材が過熱すると、

犯罪被害者等は、報道機関に日々昼夜を問わず自宅を訪問され、固定電話や

携帯電話には知らない電話番号からの呼出音が鳴り続ける。犯罪被害者等は

自宅で生活することができず、また、電話の呼出音に怯えて生活することも

ある。日常生活を送ることがままならなくなるほど、犯罪被害者等は、私生

活上の平穏を脅かされる。 

このように報道機関から過度な取材を受けることで、犯罪被害者等は心身

ともに疲弊してしまう。 

(2) 「報道」による二次被害 

報道機関の報道には、取材により取得した犯罪被害者等の生活状況、交友

関係、趣味嗜好等までも含まれることがある。犯罪被害に遭わなければ世に

知られるはずもない私生活に関する事項を明らかにされてしまうなど、報道

される内容によっては、犯罪被害者等のプライバシーが社会に晒され、場合

によっては名誉を傷つけられることもある。さらに、時には誤った情報や真

偽不明な情報が報道されることにより、犯罪被害者等の尊厳が損なわれるこ

ともある。 

３ 犯罪被害者等のプライバシー  

(1) 犯罪被害者等がプライバシー権の主体であること 

こうした報道機関による二次被害により、犯罪被害者等はプライバシーを

侵害され、その尊厳を傷つけられる。 

人格権としてのプライバシー権が憲法１３条で保障されていることには争

いがなく、裁判例でも「宴のあと」事件第一審判決（１９６４年９月２８日

東京地裁判決）において「私生活をみだりに公開されないという法的保障な

いし権利」としてプライバシー権が憲法に基礎付けられた権利であることが

認められ、その後、京都府学連事件（１９６９年１２月２４日最高裁判決）

において最高裁は、警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影

することは、憲法１３条の趣旨に反し許されないと判示して、プライバシー

の権利の一種としての肖像権の具体的権利性を認めた。その後も「石に泳ぐ
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魚」事件（２００２年９月２４日最高裁判決）で最高裁は、小説における実

在の人物の身体的特徴・経歴等の描写が、「公共の利益に係わらない被上告

人のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的

立場にない被上告人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されたものであ

って、本件小説の出版等により被上告人に重大で回復困難な損害を被らせる

おそれがあるというべきである。したがって、人格権としての名誉権等に基

づく被上告人の各請求を認容した判断に違法はな」いとして、当該小説の公

表の差止めを認めた。その後、２０２２年６月２４日最高裁判決において、

「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保

護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、

人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は

将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる

ものと解される（最高裁平成１３年（オ）第８５１号、同年（受）第８３７

号同１４年９月２４日第三小法廷判決・裁判集民事２０７号２４３頁、最高

裁平成２８年（許）第４５号同２９年１月３１日第三小法廷決定・民集７１

巻１号６３頁参照）。」と判示されるに至っている。 

犯罪被害者等は、これら憲法上保障された人格権としてのプライバシー権

の主体である。 

(2) プライバシー権の内容 

プライバシー権は、情報化社会の進展に伴い、「自己に関する情報をコン

トロールする権利」（情報プライバシー権）として保障されているものと理

解されている。最高裁も、いわゆる住基ネット訴訟（２００８年３月６日最

高裁判決）において、憲法１３条が「個人の私生活上の自由の一つとして、

何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有

するものと解される」と述べ、情報プライバシー権的な捉え方を示唆してい

る。当連合会も２００２年の第４５回人権擁護大会において「自己情報コン

トロール権を情報主権として確立するための宣言」を採択している。 

そして、報道被害との関係で問題となる犯罪被害者等のプライバシー権の

内容は、犯罪被害者等の実名や顔写真、住居所、勤務先・学校などの立ち寄

り先等の犯罪被害者等を特定する事項や、私生活に関する事項、具体的には、

犯罪被害者等の職歴、家族関係、病歴、趣味嗜好等、犯罪被害に遭わなけれ

ば一般的に公にされない事項である。 

４ 報道の自由は市民の「知る権利」に奉仕する重要な役割を担っていること 

市民の「知る権利」は、民主主義の根幹をなすものであり、報道の自由はそ
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れに奉仕する重要な役割を担うものであって、憲法２１条に基礎をおく重要な

権利である。そして、報道機関は、権力を監視し、国政に関する重要事項、ま

た、社会経済上の諸問題についても広く取材し、市民が必要とする情報を提供

する役割を担っている。報道機関は、取材の自由の保障により国政に関する重

要な資料や権力が隠蔽している情報を取得することができ、報道の自由の保障

により、権力機関に抑圧されることなく、また、権力機関に慮ることなく、報

道することができる。 

自由で民主的な社会を実現するためには、報道機関が市民の政治決定のため、

市民に必要な情報を十分に提供することが不可欠であるから、報道機関の取材

の自由・報道の自由は最大限尊重されるべきである。 

判例においても、「報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政

に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕す

るものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由

は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもな

い。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の自

由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊

重に値いするものといわなければならない。」とされており（１９６９年１１

月２６日最高裁決定（博多駅事件））、当連合会における宣言等でも、同様の

ことを繰り返し述べてきた。 

５ 行き過ぎた取材・報道と当連合会のこれまでの対応 

(1) 行き過ぎた取材・報道によるプライバシー侵害 

このように報道の自由が最大限尊重されるべきものだとしても、報道の自

由は、公共性・公益性のある事項について、市民の知る権利に奉仕するため

のものであって、公共性・公益性の乏しい事項については、犯罪被害者等に

対する行き過ぎた取材・報道によって、報道される者のプライバシーの侵害

となる。前述のとおり、取材・報道による二次被害として、犯罪被害者等の

プライバシーが侵害され続けてきたことから、当連合会は報道機関に対して

以下のとおり是正を求めてきた。 

(2) １９８７年第３０回人権擁護大会「人権と報道に関する宣言」 

当連合会は、これまで報道被害に対して、１９８７年の第３０回人権擁護

大会で「人権と報道に関する宣言」を採択し、マスメディアに対し、「報道

に関し、公共性・公益性との関連の程度に応じて、報道される側の名誉・プ

ライバシー等を十分に配慮し、行き過ぎた取材および報道をしないこと」

「犯罪報道においては、捜査情報への安易な依存をやめ、報道の要否を慎重
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に判断し、客観的かつ公正な報道を行うとともに、原則匿名報道の実現に向

けて匿名の範囲を拡大すること」の方針を推進するよう要望した。同宣言の

理由中で、「いかなる人に対しても人権侵害は許されないところであるが、

特に公共性・公益性がほとんどない事柄については、被報道者やその家族な

ど報道される側の名誉・プライバシーは十分に配慮されなければならず、了

解を得ないしかも行き過ぎた取材や報道は決して行わないようにすべきであ

る。」とし、行き過ぎた取材・報道が人権侵害になり得ると指摘している。 

(3) １９９７年「事件報道における被害者の人権擁護に関する会長談話」 

当連合会は、１９９７年３月に発生した殺人事件を契機として「事件報道

における被害者の人権擁護に関する会長談話」を発し、前述の宣言に則って

「事件報道の被害者については報道の必要性（公共性・公益性との関連）を

慎重に判断し、被害者の名誉・プライバシーをみだりに侵害しないよう、ま

た、家族への影響にも十分留意するように求め、被害者名を匿名にすること

や報道内容を必要事項に止めるなど、報道による二重の被害を及ぼさないよ

う提言してきた。」とした上で、当該事件の被害者についての報道が、被害

者の名誉・プライバシーを著しく侵害するもので、興味本位で行き過ぎた報

道であると非難した。 

(4) １９９９年第４２回人権擁護大会「報道のあり方と報道被害の防止・救済

に関する決議」 

１９９９年の第４２回人権擁護大会では「報道のあり方と報道被害の防

止・救済に関する決議」を採択し2、改善策の実行を求める事項の一つとし

て「被害者とその家族の名誉・プライバシーなどの人権を侵害しないように

配慮をすること」を挙げた。 

提案理由では、「人権と報道に関する宣言」を採択してから１２年が経過

し、報道機関の取組に一定の前進があったことを認めるものの、新たに犯罪

被害者とその家族の人権を侵害する取材・報道の問題が生じていることを指

摘した。そして、「犯罪や事故によって、心身が傷ついた被害者や家族は、

既に一度傷ついているにもかかわらず、マスメディアが、このような人々に

対して、配慮を欠いたまま取材・報道を重ねて傷つける傾向が、依然として

ある。従来、犯罪被害者や家族の権利は、十分に顧みられず、放置されてき

 
2 本決議は犯罪被害者等に関する報道に限定した決議でなく、広く報道全般について改善策の実行

を求める決議である。現在においても、犯罪被害者等のみならず、被疑者、被告人、受刑者や、そ

の家族、冤罪被害者等への取材・報道についても報道被害と評価し得る問題が生じていることを指

摘しておく。 
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た。マスメディアにおいても、犯罪や事故の被害者や家族の名誉・プライバ

シーなどの人権を侵害しないように報道・取材のあり方を見直すべきであ

る。」とし、犯罪被害者等の権利が顧みられず、報道機関の取材・報道によ

って犯罪被害者等の名誉・プライバシーの侵害という人権侵害が生じ得ると

している。 

(5) ２０１７年「報道機関に対し犯罪被害者のプライバシー尊重を求める会長

談話」 

２０１７年には、「報道機関に対し犯罪被害者のプライバシー尊重を求め

る会長談話」を発した。同談話では、同年１０月に発生した事件において

「被害者の尊厳や遺族のプライバシーが著しく傷つけられる状況が続いてい

る。」と指摘し、「プライバシーがその意に反して広汎に開披される状況は

到底看過できない。犯罪被害者や遺族であっても、自己に関する情報を適切

にコントロールする権利としてのプライバシー権を有しているのである。」

とした上で、「犯罪被害者や遺族が匿名報道を希望することを明確に表明し

ている場合、実名や顔写真、私生活等の報道に当たっては、プライバシー権

を上回る利益があるかどうかを十分に検討しなければならない。」として、

犯罪被害者や遺族のプライバシー権を尊重することを求めた。すなわち、実

名や顔写真、私生活等のプライバシー情報に関する犯罪被害者等の意向を前

提にして、報道することにより得られる利益と犯罪被害者等のプライバシー

権等の利益を衡量して十分に検討することを求めたのである。 

６ 犯罪被害者等の権利利益保護の状況 

(1) 犯罪被害者等基本法の制定 

近年、犯罪被害者等の権利利益保護の意識が高まり、２００４年１２月、

犯罪被害者等基本法が制定された。同法の前文では、犯罪被害者等の二次被

害について「犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後も副次的な被

害に苦しめられることも少なくなかった。」とし、「犯罪等を抑止し、安全

で安心して暮らせる社会の実現を図る責務を有する我々もまた、犯罪被害者

等の声に耳を傾けなければならない。」としている。そして、同法の６条で

は、国民の責務として「国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害す

ることのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯

罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。」と規定し

ている。 

しかしながら、これまで述べたとおり、当連合会が宣言や決議、会長談話

等を発しても、また、犯罪被害者等を権利主体として明確に定めた犯罪被害
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者等基本法が制定されても、いまだに犯罪被害者等は報道被害に苦しんでい

る。また、次項で述べるように、インターネットが普及し、高度な情報化社

会となった現代においてその被害も深刻化している。 

(2) 報道機関の変化にもかかわらず犯罪被害者等のプライバシーがいまだに侵

害され続けていること 

前述のような当連合会の対応によっても、報道機関の取材・報道において、

犯罪被害者等のプライバシーがいまだに侵害され続けている。 

確かに、報道機関が変わろうと努力してきたところもある。例えば、報道

機関は、近時、代表取材を行ったり、犯罪被害者等の代理人として弁護士が

取材の自粛を要請すると取材を控えたりするなど、一定の配慮をするように

なった。また、一般社団法人日本新聞協会編集委員会は、２０２０年６月に

「メディアスクラム防止のための申し合わせ」（以下「申し合わせ」とい

う。）を公表して具体策を講じるとしている。 

しかし、過度な取材は事件発生直後になされるのであって、代表取材や代

理人による取材の自粛要請が行われたときには、既に犯罪被害者等は過度な

取材による二次被害を受けていることが多々ある。申し合わせに示された

「最近のメディアスクラム対応事例」のいずれにおいても、事件発生直後の

過度な取材は発生している。こうした事件発生直後の取材によって、実名ど

ころか顔写真までどこからか入手して事件直後に報道する。そして、実名や

顔写真の公表を望まない犯罪被害者等が代理人を通じて実名や顔写真の報道

の自粛を求めると、その後実名や顔写真が報じられなくなることもある。し

かし、紙面・放送で報じることをやめたとしても、インターネット上には実

名や顔写真は残り続ける。 

犯罪被害者等にも憲法上当然に保障されているはずのプライバシーは、い

まだに侵害され続けているのである。 

７ 現代的な報道被害の問題 

(1) インターネットの普及に伴う犯罪報道の発信・社会への伝達の変化 

① 犯罪報道が社会に広範かつ瞬時に伝わること 

報道機関は、従前の紙面・放送による報道に加えて、インターネット

を通じて事件を報じるようになっている。インターネットを通じての報

道は、従来の報道の手段と比較して瞬時に、また、広範に社会に伝達さ

れる。そして、報道機関によって犯罪被害者等に関する報道、特に犯罪

被害者等の実名や顔写真等、個人が特定される情報が報道されると、そ

れを基に、犯罪被害者等に関する情報が集められ、また、発信され、さ
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らに拡散されていく。 

報道される犯罪被害者等に関する情報には、インターネット上に公開

されている犯罪被害者等の情報のほか、友人・親族とのメール、メッセ

ンジャーアプリ等でのやり取りなど、一般には非公開で設定されている

ソーシャルネットワーキングサービス（以下「ＳＮＳ」という。）の内

容等も含まれている。 

なお、インターネット上で既に公開されている犯罪被害者等に関する

情報であったとしても、犯罪被害者等がＳＮＳ等にアップロードしてい

る情報は、犯罪報道に際して公開されることを前提としていない。した

がって、インターネット上に公開されていることを理由として、犯罪報

道において無制限に利用することは、犯罪被害者等の意思に反しかねな

いことを忘れてはならない。 

② 報道機関のみならず市民もインターネットを通じて情報発信が可能であ

ること 

情報の送り手である報道機関と情報の受け手である市民という一方向

の関係は変化し、現代では、市民も社会に対し、ＳＮＳ等を通じて情報

を発信できるようになっている。そのため、犯罪報道により、犯罪被害

者等の情報が社会に発信された場合、その情報を受け取った市民が二次

的、三次的に当該情報を発信し、犯罪被害者等の情報は際限なく拡散さ

れていくという現代的な問題がある。 

③ インターネット上の情報は半永久的に残り続けること 

犯罪被害者等のプライバシーを含む情報は、インターネット上で広が

り続け、そして残り続けることになる。 

一昔前であれば、社会の関心が薄れていくにつれて報道されることが

減り、市民が当該犯罪報道に係る新聞や雑誌を読まなくなったり、番組

を視聴しなくなったりすることで、犯罪被害者等の報道被害は減少した

かもしれない。しかし、現代ではいつでも、どこでもインターネットを

使い、当該犯罪報道を検索することができるから、犯罪被害者等のプラ

イバシー情報は半永久的に閲覧が可能な状況に置かれ続けることになる。 

(2) インターネットの普及が犯罪被害者等に及ぼす影響 

現代では、犯罪被害者等は報道機関の犯罪報道による二次被害だけではな

く、犯罪報道を契機として二次的に発信された情報からも被害を受けている。

すなわち、二次的、三次的に情報が広まっていく中で、真偽不明な情報も増

えていき、更には被害に遭ったことに犯罪被害者等に非があったと責めるも
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の、また、犯罪被害者等の生活状況や容姿等が揶揄されることもある。 

インターネットが普及した現代においては、犯罪報道によって情報を受信

した市民が容易に情報を発信することが可能であり、その市民が発信した情

報によっても二次被害が発生してしまう。市民は、自己のＳＮＳで犯罪報道

の内容を引用して発信し、また、報道機関によって報じられた情報、特に犯

罪被害者等の氏名、写真等を情報源として犯罪被害者等に関する情報を収集

し、二次的に情報を発信しており、インターネット上で拡散される情報と報

道機関の報道とは切り離せない関係にある。 

そして、犯罪被害者等は、これらの誹謗中傷に傷つくだけではない。イン

ターネット上で行われる誹謗中傷のほとんどは、実名ではなく匿名である。

そのため、社会全体で支えられるべき犯罪被害者等が、周囲から好奇の目に

晒されていると感じ、孤立感を深めることにもなる。 

さらに、インターネット上に一度掲載された文書、画像等は半永久的に残

るのであるから、これらが拡散されると全てを削除することは不可能である。

そして、その被害の程度は時間の経過によっても軽減されることなく、半永

久的なものになっている点を看過してはならない。 

このように、インターネットの普及した現代における犯罪報道が犯罪被害

者等に及ぼす影響は、過去に報道被害が問題になっていたときとは比べよう

のないほど深刻かつ重大になっている。 

８ 報道の自由と犯罪被害者等の権利との関係 

このように、より深刻な被害に晒されている犯罪被害者等の権利と、報道の

自由との衝突は、以下のとおり調整されるべきと考える。 

(1) 報道の自由の重要性 

報道の自由は、前述のとおり、表現の自由に根源を成す重要な人権である。

報道は事実を知らせるものではあるが、報道すべき事実の認識や選択に送り

手側の意思が働く上、受け手側の意思形成や判断に重要な素材・資料を提供

して「知る権利」に奉仕するという重要な意義があることから、憲法２１条

で保障されると解されている。犯罪報道においても報道機関が事件の取材・

報道をすることで、適正な捜査・公判が行われているかを監視し、発生した

事件の内容や背景等、市民に必要な情報を提供することによって、市民の行

動・考え方等を決定することになり、市民の知る権利に応えるという側面も

ある。 

(2) 犯罪被害者等のプライバシーの重要性 

他方、犯罪報道の取材・報道の対象となる犯罪被害者等は、前述のとおり
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プライバシー権を享有している。プライバシー権は、個人の尊厳を保ち幸福

の追求を保障する上で必要不可欠なものとして、憲法に基礎付けられた人格

権の一つとされている。 

そして、その更なる具体化として犯罪被害者等基本法が基本理念として掲

げるように、犯罪被害者等は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわ

しい処遇を保障される権利」を有しているのである（同法３条１項）。 

(3) 報道の自由と犯罪被害者等のプライバシーの調整 

① 報道の自由とプライバシー権の衝突に関する判例 

報道の自由とプライバシー権はともに重要な権利であり、一方が他方

に優先するものではない。報道の自由と報道される側のプライバシー権

が衝突した場合には、個別の事案ごとに、報道することで公表される法

的利益と公表されることによって生じる不利益を比較衡量することで判

断するしかない。 

報道の自由とプライバシー権の衝突が問題になった判例でも、報道の

自由が報じられる側のプライバシー権を侵害するかにつき、被侵害利益

ごとに違法性阻却事由の有無等を審理し、個別具体的な比較衡量によっ

て判断している。 

２００３年３月１４日最高裁判決では、週刊誌が犯行時少年であった

者の実名類似の仮名を用いて、法廷での様子、犯行態様の一部、経歴や

交友関係等を報じたことが名誉棄損・プライバシー侵害に当たるかにつ

き、「社会的地位、当該犯罪行為の内容、これらが公表されることによ

って被上告人のプライバシーに属する情報が伝達される範囲と被上告人

が被る具体的被害の程度、本件記事の目的や意義、公表時の社会的状況、

本件記事において当該情報を公表する必要性など、その事実を公表され

ない法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を個別具体的に審理

し、これらを比較衡量して判断することが必要である。」と判示してい

る。 

また、２０２０年１０月９日最高裁判決では、少年保護事件を題材と

した論文がプライバシー侵害に当たるかにつき、「本件プライバシー情

報の性質及び内容、本件各公表の当時における被上告人の年齢や社会的

地位、本件各公表の目的や意義、本件各公表において本件プライバシー

情報を開示する必要性、本件各公表によって本件プライバシー情報が伝

達される範囲と被上告人が被る具体的被害の程度、本件各公表における

表現媒体の性質など、本件プライバシー情報に係る事実を公表されない
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法的利益とこれを公表する理由に関する諸事情を比較衡量し、本件プラ

イバシー情報に係る事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由

に優越するか否かによって判断すべきものである。」と、表現行為がプ

ライバシー権の侵害に該当するかについての比較衡量の事情を示してい

る。 

② 報道の自由と犯罪被害者等のプライバシー権が衝突した場合の比較衡量 

当連合会においても、「人権と報道に関する宣言」（１９８７年）に

おいて、公共性・公益性との関連の程度に応じて、報道される側の名

誉・プライバシーを十分に配慮すべきものとして、個別の事案ごとに、

比較衡量によって判断すべきとの考え方を示している。すなわち、報道

の自由と犯罪被害者等のプライバシー権が衝突した場合、報道機関には、

個別の事案ごとに、犯罪報道に際して報道することでもたらされる法的

利益とプライバシーに関する事項が公表されることで犯罪被害者等に生

じる不利益を比較衡量し、当該報道が犯罪被害者等のプライバシー権を

上回る利益があるかどうかを十分に吟味して検討することが求められる。

具体的には、取材・報道に当たって、犯罪事実の内容・社会的意義、報

道の目的の公益性、報道の必要性等と、当該犯罪の被害者等の社会的地

位、報道が伝達される範囲、取材・報道がなされることによって犯罪被

害者等に生じる不利益等を慎重かつ十分に検討すべきである。 

この点、犯罪被害者等の実名や顔写真、私生活等のプライバシー情報

は、公共性・公益性との関連が乏しいことが多いと思われるが、犯罪被

害者等の置かれている状況や精神状態等は犯罪被害者等によって区々で

あるから、当該取材・報道がなされることによって生じる不利益も個々

の犯罪被害者等ごとに異なる。そのため、犯罪被害者等のプライバシー

権を上回る利益があるかどうかを吟味するに当たっては、犯罪被害者等

の意向を踏まえることが必要であり、その意向に十分配慮した上で取

材・報道をするか否かの判断がなされるべきである。犯罪報道において、

事件の当事者である犯罪被害者等のプライバシーに関する事項を報道す

る場合に、当該犯罪被害者等の意向に十分配慮することは、犯罪被害者

等基本法にも掲げられている犯罪被害者等の尊厳を重んじることにほか

ならないのである。 

９ なぜ犯罪被害者等の意向に配慮する必要があるのか 

(1) 犯罪被害者等の意向は千差万別であり、変化すること 

同じ罪名の被害に遭ったとしても、犯罪被害者等ごとに、犯罪被害者等の
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加害者に対する処罰感情を始めとした被害感情が異なることは論を俟たない。 

これと同様、報道機関から取材の申出を受けた犯罪被害者等が、自己が受

けた被害に関して取材に応じるか否かは、犯罪被害者等ごとに異なる。また、

報道機関に伝えた内容をそのまま報道されることを望むか否かも、犯罪被害

者等ごとに異なる。家族が犯罪被害に遭った場合、家族の間でも被害者との

関係性等により犯罪報道に対する考え方が異なることもある。 

２０１６年に発生した神奈川県相模原市の障害者支援施設における殺傷事

件のように、取材・報道されることを一切拒む犯罪被害者等がいる一方、社

会に対して自己の被害を伝えることを望む犯罪被害者等もいる。 

また、時間の経過とともに、犯罪被害者等の犯罪報道に対する考え方が変

化することもある。これまで取材を拒否していた犯罪被害者等が、時間の経

過とともに心理的変化が生まれて、また、自己が被害に遭った事件が社会で

風化されつつあると感じて取材を受け入れることもある。他方で、取材を受

け、一度は報道されることを望んだ犯罪被害者等が、既に報道された一定の

内容以上の報道を望まないこともある。 

このように犯罪被害者等の犯罪報道に対する考え方は様々であり、また、

時間の経過とともに心境が変化し、報道機関への対応も変わっていくことも

あれば、そうでない場合もある。 

(2) 被害回復の過程において自ら決定することの重要性 

犯罪被害者等は、犯罪被害に遭うことで何事にも諦めの気持ちを抱いてし

まうことがある。このような心境にある犯罪被害者等に対し、報道機関が犯

罪被害者等の意向に反して取材・報道をすることは、犯罪被害者等が何をし

ても無駄だと感じてしまう無力感を増幅することになり、犯罪被害者等の被

害からの回復を阻害する一因にもなり得る。 

この点、犯罪被害者等は、自己に関する事項を自分自身で決定していく過

程を経ていくことで、この無力感から抜け出していくことがある。そして、

犯罪報道における犯罪被害者等の自己決定とは、自身の被害に遭った事件の

取材・報道につき、自身の意向が反映されることにほかならない。 

犯罪被害によって失われた日常を取り戻すという犯罪被害者等の被害回復

の観点からも、取材・報道において犯罪被害者等の意向に配慮することは重

要なのである。 

(3) 犯罪被害者等の意向が配慮されるべき理由 

犯罪被害者等の尊厳は重んじられねばならず、また、犯罪報道は犯罪被害

者等自身に関わることであるから、自己情報コントロール権（情報プライバ
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シー権）を有する犯罪被害者等のプライバシー情報に関する意向は配慮され

なければならない。犯罪報道が犯罪被害者等に及ぼす影響には功罪両面があ

り、その影響を最も強く受けるのはまさしく犯罪被害者等であることから、

取り分けプライバシー情報について犯罪被害者等の意向は十分に配慮されな

ければならないのである。 

１０ 犯罪被害者等の意向の確認方法 

犯罪被害者等の意向に十分配慮することが重要であることを繰り返し述べ

てきたが、その前提として犯罪被害者等の意向確認が必要になる。犯罪被害

者等は、犯罪被害に遭ったこと自体で、尋常ならざる大きな精神的苦痛を受け、

特に被害直後は生活が混乱した状況にあり、適切な時期に適切な意思決定をす

ることが困難な状態にあることも多い。したがって、犯罪被害者等の意向確認

に当たっては、適切な者から十分な支援がなされることが必須である。 

過去には犯罪被害者等の意向が十分に確認されることなく、捜査機関が報道

機関に対して事件発表を行うこともあった。しかし、犯罪被害者等の権利利益

について関心が高まり、犯罪被害者等基本計画（２００５年１２月）では、被

害者の実名発表につき、「警察による被害者の実名発表、匿名発表については、

犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知

る権利を理由とする実名発表に対する要望を踏まえ、プライバシーの保護、発

表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに

適切な発表内容となるよう配慮していく。」とされ、特に世間の耳目を集める

事件では、捜査機関が事件発表に際して犯罪被害者等の意向を伝えるようにも

なっている。また、事件発生直後から弁護士が代理人として報道対応をしてい

ることも多く、報道機関が犯罪被害者等に接触しなくてもプライバシー情報の

取扱いに関する意向を確認する方法も増えてきている。 

なお、知的障害、精神障害、認知症等の影響があり、その意向を確認するこ

とが困難な犯罪被害者等については、意向確認ができないと判断するのではな

く、当該犯罪被害者等が支援者から適切な支援を受けた上で、意思決定をすべ

き事柄の内容や、その時期、被害を受けた犯罪の種類や性質、報道が予定され

る場合の内容、判断すべき者の特性等に応じて、その意向を確認すべきである。 

１１ 報道機関が犯罪被害者等の意向に従わなければならないものではないこと 

本意見書は、報道機関の報道の自由と犯罪被害者等のプライバシー権が衝

突した場合には、報道することに犯罪被害者等のプライバシー権を上回る利

益があるかどうかを十分に吟味して検討すべき、と考えるものである。 

したがって、報道機関が犯罪被害者等の意向に配慮すべくその意向を確認
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し、その意向を踏まえてもなお報道することにより犯罪被害者等のプライバシ

ー権を上回る利益があると判断した場合にまで、報道機関が犯罪被害者等の意

向に従わなければならない、と主張するものではない。 

例えば、犯罪被害者等が公人の場合や、冤罪が強く疑われる場合、犯罪の

発生に犯罪被害者等の行為が寄与している場合等、犯罪被害者等の意向に反し

てでも報道すべき場合もある。そのような犯罪事実の内容・社会的意義によっ

ては、報道機関が興味本位や営利目的ではなく、市民に事件を正確に伝えるた

め、犯罪被害者等の意向に反することが分かっていても、犯罪被害者等に取材

し、そのプライバシーに関わる事項を報じるべき場合もある。 

１２ 犯罪被害者等の権利利益保護への意識の高まりと報道機関の姿勢の乖離 

(1) 報道機関のこれまでの取組とその限界 

報道機関が近時、代表取材や犯罪被害者等からの取材自粛の要請に応じる

等、一定の配慮をするようになったものの、それが不十分であることは前述

のとおりである。 

また、報道機関は、インターネットの普及による報道被害に対して、紙

面・放送とインターネット上では報道内容を変えるなどの取組をしている。 

しかし、一度、報道してしまうと、その後、報道機関が自ら報道した内容

を制御することは不可能である。事後的に事実と異なる内容だったことが明

らかになったとしても、また、情報が拡散されていく中で誤った情報が混在

していったとしても、報道機関がインターネット上に散在する全ての情報を

削除・修正することは不可能なのである。報道機関が削除・修正できないも

のを犯罪被害者等が削除・修正できるわけもなく、なにより犯罪被害に遭い

心身ともに疲弊している犯罪被害者等にその負担を負わせることはできない。 

報道機関は、これまで主に実名報道の問題につき、例えば、犯罪被害者等

基本計画が策定された際に、社団法人日本新聞協会（当時）と社団法人日本

民間放送連盟（当時）が発表した「犯罪被害者等基本計画に対する共同声明」

で、「実名発表はただちに実名報道を意味しない。私たちは、被害者への配

慮を優先に実名報道か匿名報道かを自律的に判断し、その結果生じる責任は

正面から引き受ける。」と述べている3。また、２０２２年に一般社団法人

日本新聞協会が発表した「実名報道に関する考え方」では、「実名で報じる

かどうかの判断は、報道する側が責任をもって行うことです。記事などに関

 
3 社団法人日本新聞協会（当時）、社団法人日本民間放送連盟（当時）「犯罪被害者等基本計画に

対する共同声明」（２００５年１２月２７日）https://www.pressnet.or.jp/statement/report/05

1227_16.html 
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して、ご遺族から寄せられた意見や疑問には、真正面から向き合い、きちん

と応対する責務を負っています。」と述べている4。 

このように、報道機関は、報道被害が生じないよう取り組み、犯罪被害者

等と向き合い、対応する責務を負うとする。しかし、２０２２年４月２３日

に北海道知床半島沖合で発生した遊覧船の事故では被害発生直後から犯罪被

害者等への集団的過熱取材が生じている。取材を受けた犯罪被害者等が報道

被害を訴え、また、自治体からも報道機関に対して犯罪被害者等への取材に

つき配慮を求める要望がなされたことは記憶に新しい。 

そして、知床沖遊覧船事故以降も報道被害を受ける犯罪被害者等がおり、

いまだに報道被害は存在し続けている。 

(2) 被害者特定事項の秘匿制度 

犯罪被害者等の権利利益保護の意識が高まり、司法の場でも犯罪被害者等

の権利利益の保護が図られている。被害者等の氏名等の公開に関して２００

７年の刑事訴訟法改正で被害者特定事項の秘匿制度が設けられた（同法２９

０条の２）。被害者特定事項の秘匿制度は、公判手続にて被害者の氏名を含

む被害者特定事項を明らかにしないことで、当該事件の被害者であることが

特定されないようする措置である。 

被害者特定事項の秘匿制度は、性犯罪等のように類型的に犯罪被害者等が

氏名等の公開を望まない事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情

により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより犯罪被害

者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる

事件であれば、秘匿決定がなされる。 

神奈川県相模原市の障害者支援施設における殺傷事件や２０１９年７月１

８日に発生した京都アニメーション放火殺人事件でも、被害者特定事項の秘

匿決定がなされた。しかし、全ての被害者の氏名等が秘匿されたわけではな

い。氏名等が公開されたとき、名誉や社会生活の平穏が害されるかは犯罪被

害者ごとに異なる。また、氏名等が公開された場合に不利益が生じるとして

も、それを受け入れるか否かは犯罪被害者ごとに異なり、氏名等の公開を望

む犯罪被害者等もいる。これらの事件では氏名等の公開について犯罪被害者

等の意向を酌み取り、一律に被害者特定事項が秘匿されず、氏名等が公開さ

れた被害者、非公開の被害者が併存した。このように、司法の場においても、

犯罪被害者等の意向に十分配慮している。 

 
4 一般社団法人日本新聞協会「実名報道に関する考え方」（２０２２年３月）https://www.pressn

et.or.jp/statement/report/220310_14533.html 
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以上のように犯罪被害者等の権利利益保護のために、犯罪被害者等の意向

に配慮する意識が高まっている。 

他方で、犯罪被害者等の権利利益保護に対する意識の高まりと、前述のよ

うな報道機関の姿勢には大きな乖離がある。公判で被害者特定事項の秘匿決

定がなされ、犯罪被害者等の名誉や社会生活の平穏を守ろうとしても、それ

以前に報道機関によって犯罪被害者等の氏名が報道されてしまえば、秘匿決

定前に氏名が広く公にされ、犯罪被害者等の名誉や社会生活の平穏を守るこ

とができず、被害者特定事項の秘匿制度の趣旨は没却されてしまう。報道機

関は犯罪被害者等への配慮の取組を進めてきたが、いまだに発生し続ける報

道被害をなくすためには、犯罪被害者等の権利利益保護への意識の高まりと、

報道機関の姿勢の間の乖離を解消していく必要がある。 

１３ 犯罪被害者等・市民の報道機関に対する信頼 

(1) 犯罪被害者等の報道機関に対する信頼の重要性 

犯罪報道には、犯罪被害者等が犯罪被害に遭った苦しみ、また、犯罪被害

者等が置かれている状況を広く社会に伝えるという意義があり、今もなお報

道機関が果たす役割は大きい。ただし、報道機関が犯罪被害者等の心情等を

取材し、それを社会に伝えていくには、犯罪被害者等の報道機関に対する信

頼が根底になければならない。犯罪被害者等の意向に十分配慮することは、

犯罪被害者等と報道機関の信頼関係を築くために不可欠である。 

報道被害により、犯罪被害者等の報道機関に対する信頼が失われたままで

は、犯罪被害者等の真の心情、状況を取材することもできない。犯罪被害者

等との信頼関係がないままでなされた取材に基づく報道では、事件の背景を

社会に伝えるという犯罪報道の意義を果たすこともできないのである。 

(2) 市民の報道機関への信頼を損なう危険 

犯罪被害者等は、突如、犯罪被害に遭うのであって、それまでは情報の受

け手である市民の一人であった。犯罪被害者等基本法の前文で「国民の誰も

が犯罪被害者等となる可能性が高まっている」とあるように、市民の誰もが

犯罪被害に遭う可能性があり、一度犯罪被害に遭えば、自らも取材・報道の

対象になって報道被害に遭うかもしれず、市民にとって報道被害は他人事で

はない。 

加えて、個人の尊厳の確保はもとより、情報化社会となった現代において

は、市民にとって自己に関する情報をコントロールすることの重要性はより

高まっている。 

市民の間でも犯罪被害者等の権利利益保護の意識が高まり、また、現代で
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は犯罪被害者等の声が市民に届きやすくなってきてもいる。市民は、このよ

うに報道被害を受けている犯罪被害者等の存在を認識しており、報道被害に

対して市民から厳しい目が向けられている。 

市民にとっても報道の自由が重要であることに変わりはないが、個人の尊

厳及びプライバシー権の重要性が高まる中、報道機関がプライバシー情報に

関する犯罪被害者等の意向に十分配慮せず、今後、繰り返し犯罪被害者等へ

の報道被害が発生すれば、知る権利の主体である市民の報道機関に対する信

頼を損なうことになりかねない。 

１４ 結論 

これまで述べてきたように、犯罪報道を取り巻く環境が変化している中、報

道機関が犯罪報道における役割を果たすためにも、報道の自由と犯罪被害者等

の権利の調整を図る観点から、報道機関は、報道する事項の公共性・公益性と

取材・報道による犯罪被害者等への影響を考慮し、①犯罪被害者等に取材する

に当たっては、犯罪被害者等の私生活の平穏への影響も考慮して、その可否、

時期及び方法等について、②報道するに当たっては、実名、顔写真、私生活等

プライバシーに関する事項について、犯罪被害者等の尊厳及びプライバシーを

尊重して、その置かれている状況や意向に十分配慮すべきである。 

以上 


